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設
定
す
る

施
設
等
数

千 代 田 区 ○ ○ ○

区内保育
所全園希
望（地域
型保育事
業除く）

中 央 区 ○ 3 ○ ○ ○ 1 ○
港 区 ○ 27 ○ ○ 1

新 宿 区 ○ ○

近隣（１ｋｍ圏内）に
通える園があるにもか
かわらず、希望園を限
定している場合。な
お、窓口での聞き取り
による家庭状況を勘案
する。

文 京 区 ○ ○ 1
台 東 区 ○ 35 ○ ○ ○
墨 田 区 ○ ○ ○ 4
江 東 区 ○ ○ ○ 1
品 川 区 ○ ○ ○ ○ 1 ○

目 黒 区 ○ ○ ○
二次選考から空きのな
い保育園を申し込んだ
場合

大 田 区 ○ ○ ○ ○ ○
世 田 谷 区 ○ 42 ○ ○
渋 谷 区 ○ 107 ○ 1
中 野 区 ○ ○ 1

杉 並 区 ○ ○ ○

きょうだい同時に同じ
園に入所できる場合の
み入所を希望するとい
う意思表示をされてい
る方や延長保育が利用
できる場合のみ入所を
希望する方など、個別
の条件を付して入所を
希望されている場合。

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
判
断
し
て

い
る
。

保
護
者
に
通
園
手
段
を
確
認
し
た

上
で
、

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等

が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い

る
。

保
護
者
の
勤
務
先
と
の
距
離
や
通

勤
経
路
等
を
考
慮
し
、

他
に
利
用

可
能
な
施
設
が
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
し
て
い
る
。

自
宅
か
ら
施
設
等
ま
で
の
距
離
を

一
律
に
定
め
、

そ
の
距
離
の
範
囲

内
の
施
設
等
は
利
用
可
能
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
を
一
定
の
区
域
に
分

け
、

子
ど
も
の
住
所
地
が
含
ま
れ

る
区
域
内
の
施
設
等
は
利
用
可
能

で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
の
施
設
等
は
全
て
利

用
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い

る
。

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

待機児童数の数え方について

除
外
さ
れ
た
子
ど
も
の
人
数
（

２
０

１
６
年
４
月
１
日
時
点
）

オ カ

利用希望がないとして待機児
童数から除外する子どもの扱
い

「私的な理由により待機している」として待機児童数から除外する子どもの範囲

利
用
希
望
を
確
認
し
て
お
ら
ず
、

除
外
し
て
い
な
い
。

利
用
希
望
を
確
認
し
て
い
な
い

が
、

保
護
者
か
ら
の
取
下
げ
の
連

絡
が
あ
っ

た
場
合
の
み
除
外
し
て

い
る
。

利
用
希
望
を
確
認
し
た
上
で
、

希

望
が
な
い
場
合
に
は
除
外
し
て
い

る
。

希
望
し
た
施
設
等
を
辞
退
し
た
場

合
に
は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な

い
こ
と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

が
、

保
護
者
に
対
す
る
意
向
確
認

の
結
果
、

利
用
し
な
い
場
合
に

は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な
い
こ

と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

場
合
に
は
、

保
護
者
に
対
す
る
意

向
の
確
認
を
せ
ず
に
待
機
児
童
数

か
ら
除
い
て
い
る
。

利
用
可
能
な
施
設
等
が
一
定
数
以

上
あ
る
と
の
考
え
に
よ
り
、

一
律

の
施
設
等
数
を
設
定
し
、

そ
の
施

設
等
数
以
下
の
施
設
等
し
か
希
望

し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

利用可能な施設等の判断の基準（左隣の設問でイまたはウと回答した自治
体のみに質問）
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設
定
す
る

施
設
等
数

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
判
断
し
て

い
る
。

保
護
者
に
通
園
手
段
を
確
認
し
た

上
で
、

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等

が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い

る
。

保
護
者
の
勤
務
先
と
の
距
離
や
通

勤
経
路
等
を
考
慮
し
、

他
に
利
用

可
能
な
施
設
が
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
し
て
い
る
。

自
宅
か
ら
施
設
等
ま
で
の
距
離
を

一
律
に
定
め
、

そ
の
距
離
の
範
囲

内
の
施
設
等
は
利
用
可
能
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
を
一
定
の
区
域
に
分

け
、

子
ど
も
の
住
所
地
が
含
ま
れ

る
区
域
内
の
施
設
等
は
利
用
可
能

で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
の
施
設
等
は
全
て
利

用
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い

る
。

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

待機児童数の数え方について

除
外
さ
れ
た
子
ど
も
の
人
数
（

２
０

１
６
年
４
月
１
日
時
点
）

オ カ

利用希望がないとして待機児
童数から除外する子どもの扱
い

「私的な理由により待機している」として待機児童数から除外する子どもの範囲

利
用
希
望
を
確
認
し
て
お
ら
ず
、

除
外
し
て
い
な
い
。

利
用
希
望
を
確
認
し
て
い
な
い

が
、

保
護
者
か
ら
の
取
下
げ
の
連

絡
が
あ
っ

た
場
合
の
み
除
外
し
て

い
る
。

利
用
希
望
を
確
認
し
た
上
で
、

希

望
が
な
い
場
合
に
は
除
外
し
て
い

る
。

希
望
し
た
施
設
等
を
辞
退
し
た
場

合
に
は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な

い
こ
と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

が
、

保
護
者
に
対
す
る
意
向
確
認

の
結
果
、

利
用
し
な
い
場
合
に

は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な
い
こ

と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

場
合
に
は
、

保
護
者
に
対
す
る
意

向
の
確
認
を
せ
ず
に
待
機
児
童
数

か
ら
除
い
て
い
る
。

利
用
可
能
な
施
設
等
が
一
定
数
以

上
あ
る
と
の
考
え
に
よ
り
、

一
律

の
施
設
等
数
を
設
定
し
、

そ
の
施

設
等
数
以
下
の
施
設
等
し
か
希
望

し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

利用可能な施設等の判断の基準（左隣の設問でイまたはウと回答した自治
体のみに質問）

豊 島 区 ○ ○ 1

北 区 ○ 65 ○ ○ ○ 1 ○

きょうだい同時申請に
おいて、同月での入所
や同園への入所等、入
所に係る条件を付して
いるケース

○

荒 川 区 ○ ○ ○ ○
板 橋 区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

練 馬 区 ○ ○ ○ ○ 1 ○

自宅から施設等
までの距離を一
律に定め、その
距離の範囲内の
施設の同年齢ク
ラスに空きがあ
れば利用可能で
あると判断して
いる。

足 立 区 ○ 420 ○ ○ ○ 1 ○ ○
開所時間が保護
者の需要に応え
ているかどうか

葛 飾 区 ○ ○ ○
江 戸 川 区 ○ ○ ○ ○
区 部 計 12 9 2 699 15 3 11 13 4 0 4 6 3 0 2

八 王 子 市 ○ 139 ○ 1 ○

兄弟要件の希望を同時
入園希望としているこ
とにより、１人が入れ
る状態であっても保護
者の希望により入らな
い選択をしている場合

立 川 市 ○ ○ ○ 2
武 蔵 野 市 ○ 25 ○ ○ 1
三 鷹 市 ○ ○ ○ 1
青 梅 市 ○ ○ 1
府 中 市 ○ ○ 1
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設
定
す
る

施
設
等
数

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
判
断
し
て

い
る
。

保
護
者
に
通
園
手
段
を
確
認
し
た

上
で
、

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等

が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い

る
。

保
護
者
の
勤
務
先
と
の
距
離
や
通

勤
経
路
等
を
考
慮
し
、

他
に
利
用

可
能
な
施
設
が
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
し
て
い
る
。

自
宅
か
ら
施
設
等
ま
で
の
距
離
を

一
律
に
定
め
、

そ
の
距
離
の
範
囲

内
の
施
設
等
は
利
用
可
能
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
を
一
定
の
区
域
に
分

け
、

子
ど
も
の
住
所
地
が
含
ま
れ

る
区
域
内
の
施
設
等
は
利
用
可
能

で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
の
施
設
等
は
全
て
利

用
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い

る
。

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

待機児童数の数え方について

除
外
さ
れ
た
子
ど
も
の
人
数
（

２
０

１
６
年
４
月
１
日
時
点
）

オ カ

利用希望がないとして待機児
童数から除外する子どもの扱
い

「私的な理由により待機している」として待機児童数から除外する子どもの範囲

利
用
希
望
を
確
認
し
て
お
ら
ず
、

除
外
し
て
い
な
い
。

利
用
希
望
を
確
認
し
て
い
な
い

が
、

保
護
者
か
ら
の
取
下
げ
の
連

絡
が
あ
っ

た
場
合
の
み
除
外
し
て

い
る
。

利
用
希
望
を
確
認
し
た
上
で
、

希

望
が
な
い
場
合
に
は
除
外
し
て
い

る
。

希
望
し
た
施
設
等
を
辞
退
し
た
場

合
に
は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な

い
こ
と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

が
、

保
護
者
に
対
す
る
意
向
確
認

の
結
果
、

利
用
し
な
い
場
合
に

は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な
い
こ

と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

場
合
に
は
、

保
護
者
に
対
す
る
意

向
の
確
認
を
せ
ず
に
待
機
児
童
数

か
ら
除
い
て
い
る
。

利
用
可
能
な
施
設
等
が
一
定
数
以

上
あ
る
と
の
考
え
に
よ
り
、

一
律

の
施
設
等
数
を
設
定
し
、

そ
の
施

設
等
数
以
下
の
施
設
等
し
か
希
望

し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

利用可能な施設等の判断の基準（左隣の設問でイまたはウと回答した自治
体のみに質問）

昭 島 市 ○ ○
調 布 市 ○ 5 ○ 1
町 田 市 ○ ○ ○
小 金 井 市 ○ 69 ○ ○ 1
小 平 市 ○ ○ ○

日 野 市 ○ ○ ○

・希望保育所と
開所時間に差異
がない（同程度
の開所時間）
・登園するのに
無理がない（通
常の交通手段に
より、自宅から
２０～３０分程
度で登園が可
能）

東 村 山 市 ○ ○ 1
国 分 寺 市 ○ ○ ○ 1
国 立 市 ○ ○ 1

福 生 市 ○ ○ ○ ○ 3 ○

兄弟姉妹の同時入所を
希望している場合や、
「集団保育が可能であ
り、医療行為が必要な
い」と判断できず入所
保留となる場合には、
待機児童数に含めない
こととしている。

○ ○ ○ ○

地方公共団体に
おける単独保育
施策（認証保育
所、定期利用保
育）を利用する
場合、福生市の
基準では開所時
間や利用者負担
金等について認
可保育所を利用
した場合と同等
のため、利用可
能であると判断
している。

狛 江 市 ○ ○ 1
東 大 和 市 ○ 3 ○ ○ ○ 1 ○
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設
定
す
る

施
設
等
数

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
判
断
し
て

い
る
。

保
護
者
に
通
園
手
段
を
確
認
し
た

上
で
、

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等

が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い

る
。

保
護
者
の
勤
務
先
と
の
距
離
や
通

勤
経
路
等
を
考
慮
し
、

他
に
利
用

可
能
な
施
設
が
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
し
て
い
る
。

自
宅
か
ら
施
設
等
ま
で
の
距
離
を

一
律
に
定
め
、

そ
の
距
離
の
範
囲

内
の
施
設
等
は
利
用
可
能
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
を
一
定
の
区
域
に
分

け
、

子
ど
も
の
住
所
地
が
含
ま
れ

る
区
域
内
の
施
設
等
は
利
用
可
能

で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

区
市
町
村
内
の
施
設
等
は
全
て
利

用
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い

る
。

そ
の
他
の
基
準
に
よ
り
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

待機児童数の数え方について

除
外
さ
れ
た
子
ど
も
の
人
数
（

２
０

１
６
年
４
月
１
日
時
点
）

オ カ

利用希望がないとして待機児
童数から除外する子どもの扱
い

「私的な理由により待機している」として待機児童数から除外する子どもの範囲

利
用
希
望
を
確
認
し
て
お
ら
ず
、

除
外
し
て
い
な
い
。

利
用
希
望
を
確
認
し
て
い
な
い

が
、

保
護
者
か
ら
の
取
下
げ
の
連

絡
が
あ
っ

た
場
合
の
み
除
外
し
て

い
る
。

利
用
希
望
を
確
認
し
た
上
で
、

希

望
が
な
い
場
合
に
は
除
外
し
て
い

る
。

希
望
し
た
施
設
等
を
辞
退
し
た
場

合
に
は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な

い
こ
と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

が
、

保
護
者
に
対
す
る
意
向
確
認

の
結
果
、

利
用
し
な
い
場
合
に

は
、

待
機
児
童
数
に
含
め
な
い
こ

と
と
し
て
い
る
。

他
に
利
用
可
能
な
施
設
等
が
あ
る

場
合
に
は
、

保
護
者
に
対
す
る
意

向
の
確
認
を
せ
ず
に
待
機
児
童
数

か
ら
除
い
て
い
る
。

利
用
可
能
な
施
設
等
が
一
定
数
以

上
あ
る
と
の
考
え
に
よ
り
、

一
律

の
施
設
等
数
を
設
定
し
、

そ
の
施

設
等
数
以
下
の
施
設
等
し
か
希
望

し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

待
機
児

童
数
に
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
。

利用可能な施設等の判断の基準（左隣の設問でイまたはウと回答した自治
体のみに質問）

清 瀬 市 ○ ○ ○ 1
東久留米市 ○ ○ 1
武蔵村山市 ○ ○ ○
多 摩 市 ○ ○ ○ 1

稲 城 市 ○ 30 ○ ○ ○ 1 ○

他に利用可能な施設等
があるが、希望園を１
園しか希望していない
場合に待機児童数に含
めない。

○

羽 村 市 ○ ○ 5
あきる野市 ○ ○ 1
西 東 京 市 ○ ○ ○ 1
瑞 穂 町 ○ ○ 1
日 の 出 町 ○ ○ ○
檜 原 村 ○ ○
奥 多 摩 町 ○ ○
多 摩 計 17 12 1 271 14 2 6 22 3 1 1 2 0 5 2

合 計 29 21 3 970 29 5 17 35 7 1 5 8 3 5 4


